
2020年 3月４日 

 

保護者各位                                 

めぐみ精舎 

                                 

学童保育における新型コロナウイルス感染症の予防について 

 

温かくなったり寒くなったりしながら、春が近づいてきています。平素はめぐみ精舎の活動にご理解

とご協力をいただきありがとうございます。 

新型コロナウィルスへの感染拡大予防のため学校は休校となりますが、めぐみ精舎の学童保育は予定

通り実施します。学童への感染予防のため、下記の点にご協力くださいますようお願いします。 

 

記 

1． 3 月のめぐみ精舎学童保育は予定通り行います。3 月中の学童保育の開室日については、先日配布

した＜3月の予定表＞通りです。 

 

2．次のいずれかの症状がある場合は学童保育をお休みしてください。 

 毎回登園前に体温を測ってください。37.5度以上の熱がある場合はお休みしてください。 

 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合はお休みしてください。 

 呼吸器症状（咳や喉の痛み）が 4日以上続く場合もお休みしてください。 

 解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまではお休みしてください。 

 

3．電車による送迎について 

 学童保育の活動として不特定多数の人が利用する公共交通機関での移動は自粛しますので、 

電車による送迎は行うことができません。 

登園される場合は、1年生と同意書が出ていない児童については保護者がめぐみ精舎まで送迎し

てください。2年生以上で同意書が出ている児童については、児童だけで行き帰りすることは可

能です。 

 

＊上の 1.2.3.の項目についての適用期間は 3月 5日(木)より 3月 27日(金)までの予定です。 

ただし状況の変化によって変わることがあります。 

 

以上 ご協力のほどよろしくお願いします 

 


